
�愛媛県規則第４６号
健康増進法施行細則を次のように定める。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

健康増進法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、健康増進法施行令（平成１４年政令第３

６１号）及び健康増進法施行規則（平成１５年厚生労働省令第

８６号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、健康

増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（調査世帯の指定の通知）

第２条 省令第２条第２項の規定による調査世帯の指定の通

知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書（様式第１号）

により行うものとする。

（施設の設置の届出）

第３条 法第２０条第１項の規定による特定給食施設（以下「

施設」という。）の届出は、特定給食施設設置届出書（様

式第２号）により行わなければならない。

（施設の変更並びに休止及び廃止の届出）

第４条 法第２０条第２項前段の規定による届出は特定給食施

設変更届出書（様式第３号）により、同項後段の規定によ

る届出は特定給食施設休（廃）止届出書（様式第４号）に

より行わなければならない。

（施設の再開の届出）

第５条 施設の設置者は、休止した事業を再開したときは、

再開の日から１月以内に、知事に特定給食施設再開届出書

（様式第５号）により届け出なければならない。

（給食状況の報告）

第６条 施設の設置者は、毎年７月１５日までに、前月の給食

状況を知事に報告しなければならない。

（栄養管理の実施に関する指導）

第７条 知事は、法第２２条の規定により指導を行う場合は、

特定給食施設栄養指導票によるものとする。

（特別用途表示の許可の申請書の提出部数）

第８条 法第２６条第２項の規定により知事を経由して厚生労

働大臣に提出する申請書の部数は、正副３通とする。

（書類の経由）

第９条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する

書類は、所轄の保健所長を経由しなければならない。

（補則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要

な事項は、知事が定める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 栄養改善法施行細則（昭和２８年愛媛県規則第２６号）は、

廃止する。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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様式第１号（第２条関係） 国民健康・栄養調査世帯指定通知書

国民健康・栄養調査世帯指定通知書

年 月 日

（世帯主） 様

愛媛県知事 �

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１１条第１項の規定による 年度国民

健康・栄養調査の実施について、貴世帯を調査世帯に指定しましたので、御協力をお

願いします。

なお、本調査は、 月に実施します。

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号

５９６



様式第２号（第３条関係） 特定給食施設設置届出書

特定給食施設設置届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
届出者

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

給食

施設

名 称

所 在 地

給食施設の

種類（番号を
○で囲むこ
と。）

１ 学校 ２ 病院 ３ 介護老人保健施設 ４ 老人福祉施設

５ 児童福祉施設 ６ 社会福祉施設 ７ 矯正施設

８ 寄宿舎 ９ 事業所 １０ 一般給食センター １１ その他

給 食 開 始 年 月 日 年 月 日

予 定

給 食 数

朝 昼 夕 その他 計

運 営 形 態 １ 直 営 ２ 全部委託 ３ 一部委託

（番号を○で囲
むこと。） 受託者名

管理栄養士数 栄養士数

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号

５９７



様式第３号（第４条関係） 特定給食施設変更届出書

特定給食施設変更届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
届出者

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

給 食

施 設

名 称

所 在 地

給 食 開 始 年 月 日 年 月 日

変 更

内 容

事 項 変更前 変更後

変 更 年 月 日 年 月 日

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号
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様式第４号（第４条関係） 特定給食施設休（廃）止届出書

特定給食施設休（廃）止届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
届出者

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

給 食

施 設

名 称

所 在 地

給 食 開 始 年 月 日 年 月 日

給食休（廃）止年月日 年 月 日

休（廃）止の理由

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号

５９９



様式第５号（第５条関係） 特定給食施設再開届出書

特定給食施設再開届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
届出者

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

給 食

施 設

名 称

所 在 地

給 食 休 止 年 月 日 年 月 日

給 食 再 開 年 月 日 年 月 日

再 開 の 理 由

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号

６００



告 示

�愛媛県告示第１１６２号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基

礎額の最低限度額及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示

第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項

の補償基礎額の最低限度額及び最高限度額の規定は、平成１５

年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及

び遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）に係る補

償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償

に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生

じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例に

よる。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表中

４，２５０円 １３，４０８円
５，３１６円 １３，４０８円
６，１６４円 １３，４４２円
６，８６９円 １６，５８５円
７，３５０円 １９，３８０円
７，３２５円 ２１，６６８円
７，２５７円 ２２，６８１円
７，０４７円 ２４，３８８円
６，４１１円 ２３，４６７円
４，４１３円 １９，６８７円
４，２５０円 １４，８７５円
４，２５０円 １３，４０８円

「 ４，２３１円 １３，２４６円
５，１１８円 １３，２４６円
６，０２８円 １３，２４６円
６，７３５円 １６，１７７円
７，２６７円 １９，１５８円
７，３２２円 ２１，２８９円
７，１８４円 ２２，４８４円
６，８０１円 ２３，７８７円
６，２３３円 ２３，３７６円
４，３７９円 ２０，６９８円
４，１２０円 １５，２４１円
４，１２０円 １３，２４６円

「

を に改

」 」

める。

�������
�愛媛県告示第１１６３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例第１０条の２第１項の規定に基づき知事が定める金

額（平成８年５月愛媛県告示第７４８号）の一部を次のように

改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第１０条の２第１項の規定に基づき知事が

定める金額の規定は、平成１５年４月１日以後の期間に係る介

護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償につい

ては、なお従前の例による。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表常時介護を要する状態の部１の項中「１０８，３００円」を「

１０６，１００円」に改め、同部２の項中「５８，７５０円」を「５７，５８０

円」に改め、同表随時介護を要する状態の部１の項中「５４，１

５０円」を「５３，０５０円」に改め、同部２の項中「２９，３８０円」を

「２８，７９０円」に改める。

�愛媛県告示第１１６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町北野土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

日之井出地区）の施行を平成１５年５月８日認可した。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町小林土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・本郷東地

区）の施行を平成１５年５月８日認可した。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町小林土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

小林西地区）の施行を平成１５年５月８日認可した。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町藤原土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

高畑地区）の施行を平成１５年５月８日認可した。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町藤原土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

古野地区）の施行を平成１５年５月８日認可した。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町小林土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

土屋地区）の施行を平成１５年５月８日認可した。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、内海村から次のとおり土地改良事業の工事が

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号

６０１
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完了した旨の届出があった。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、城辺町から次のとおり土地改良事業の工事が

完了した旨の届出があった。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１７５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西宇和郡三崎町正野１０２０の３（次の図に示す部分に限る

。）、１０２０の２、１０２０の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び三崎町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
農道） 柏地区 平成１５年１月３１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 長野地区 平成１５年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県営ふるさと農道緊急整備
事業 藤原地区 平成１５年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
かんがい排水） 長野地区 平成１５年３月２５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（
農道） 柏地区 平成１５年１月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大平砥部線
伊予市上唐川字川端甲４２３番１地先から

同市上唐川字ハシ甲４９９番１地先まで

旧 ４．７～２７．８ ０．５５０

新 ４．７～２７．８
１０．０～６０．０

０．５５０
０．４８５

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号
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�愛媛県告示第１１７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大平砥部線
伊予市上唐川字川端甲４２３番１地先から

同市上唐川字ハシ甲４９９番１地先まで
平成１５年５月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
上浮穴郡小田町大字吉野川２１５２番１から

同大字２１５２番４まで
平成１５年５月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 櫛生大洲線
大洲市上須戒１３９番１地先から

同市上須戒丁５１６番１地先まで

旧 ８．０～１４．５ ０．０７２

新 １３．４～３６．０ ０．０５８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 櫛生大洲線
大洲市上須戒１３９番１地先から

同市上須戒丁５１６番１地先まで
平成１５年５月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地３２７５番２から

同町平地３４０２番４まで

旧 ４．６～２７．７ ０．２４５

新 １２．０～５５．５ ０．２４５

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号
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�愛媛県告示第１１８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地３２７５番２から

同町平地３４０２番４まで
平成１５年５月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線 喜多郡肱川町大字山鳥坂３８２７番２
旧 ８．５～９．９ ０．０４３

新 ９．１～１１．０ ０．０４３

〃 〃 喜多郡肱川町大字山鳥坂１３７５番２
旧 ８．１～１６．３ ０．０４８

新 ８．１～１７．７ ０．０４８

〃 〃
喜多郡肱川町大字山鳥坂１１００番３から

同大字１１００番２地先まで

旧 ２０．９～２４．２ ０．０２４

新 ２０．９～２４．７ ０．０２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線 喜多郡肱川町大字山鳥坂３８２７番２ 平成１５年５月２０日

〃 〃 喜多郡肱川町大字山鳥坂１３７５番２ 〃

〃 〃
喜多郡肱川町大字山鳥坂１１００番３から

同大字１１００番２地先まで
〃

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号
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訓 令

�愛媛県訓令第１９号
庁 中 一 般

地 方 局

保 健 所

保健所長に対する事務委任規程等の一部を改正する訓令を

次のように定める。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健所長に対する事務委任規程等の一部を改正する訓

令

（保健所長に対する事務委任規程の一部改正）

第１条 保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓

令第８号）の一部を次のように改正する。

本則第９９号の５及び第１００号を次のように改める。

９９の５ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条の規

定による特定給食施設の届出を受理すること。

１００ 健康増進法第２２条の規定による指導及び助言をする

こと。

本則第１００号の次に次の４号を加える。

１００の２ 健康増進法第２３条の規定による勧告をし、又は

勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

１００の３ 健康増進法第２４条第１項の規定により、報告を

させ、又は栄養指導員に立入検査等をさせること。

１００の４ 健康増進法施行細則（平成１５年愛媛県規則第４６

号）第５条の規定による再開の届出を受理すること。

１００の５ 健康増進法施行細則第６条の規定による報告を

受理すること。

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号

）の一部を次のように改正する。

別表第２健康増進課の表１３の部事務の種類の欄中「栄養

改善法」を「健康増進法」に改め、同部３の項事項の欄中

「第１３条」を「第２７条第１項」に改め、同項を同部５の項

とし、同部２の項同欄中「第１２条」を「第２６条第２項」に

改め、同項を同部４の項とし、同部１の項同欄中「国民栄

養調査世帯」を「国民健康・栄養調査世帯」に、「第３条

」を「第１１条第１項、健康増進法施行規則第２条第２項」

に改め、同項を同部２の項とし、同項の次に次のように加

える。

３ 特別の栄養管理が必要な特定給食施設

の指定（第２１条第１項）
○

別表第２健康増進課の表１３の部中２の項の前に次のよう

に加える。

�愛媛県告示第１１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町河内１４６１番地先から

同町河内１４５１番２まで

旧 １３．４～２９．２ ０．０５６

新 １５．０～２９．２ ０．０５６

〃 〃 西宇和郡伊方町河内８５番２
旧 １１．５～１２．０ ０．００８

新 １１．５～１２．４ ０．００８

〃 〃 西宇和郡伊方町湊浦字横田６２５番６
旧 １８．６～１９．２ ０．００６

新 １９．２～２０．０ ０．００６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町河内１４６１番地先から

同町河内１４５１番２まで
平成１５年５月２０日

〃 〃 西宇和郡伊方町河内８５番２ 〃

〃 〃 西宇和郡伊方町湊浦字横田６２５番６ 〃

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号
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１ 県健康増進計画の策定及び変更（第８条

第１項、第３項）
○

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。

別表第２健康増進課の表３の部事務の種類の欄中「栄養

改善法」を「健康増進法」に改め、同部１の項事項の欄中

「国民栄養調査員」を「国民健康・栄養調査員」に、「第

４条」を「第１２条」に改め、同部２の項同欄中「第１１条」

を「第１９条」に改める。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第４条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号

）の一部を次のように改正する。

第１３条第３項第２６号中「栄養改善法第４条第２項」を「

健康増進法第１２条第２項」に、「国民栄養調査員」を「国

民健康・栄養調査員」に改め、同項第２７号中「栄養改善法

第１１条第２項」を「健康増進法第１９条」に改める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成１５年５月２０日 印刷
平成１５年５月２０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円６０６

愛 媛 県 報平成１５年５月２０日 第１４５８号


